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⚫ 関東経済産業局は、経済産業省の地方ブロック機関であり、広域関東圏 （１都１０県
＝茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、山梨県、
長野県、静岡県）を行政区域としています。

⚫ 当局では、この地域で活躍されている企業、消費者、大学、自治体、関係機関等の皆様
に対して、中小企業対策、新規創業の促進、技術開発支援、環境・リサイクル対策、エ
ネルギー対策、消費者相談等、様々な経済産業政策に取り組んでいます。

【最寄駅からのアクセス】
• JR京浜東北線、宇都宮・高崎線
「さいたま新都心」駅下車
徒歩約5分

• JR埼京線
「北与野」駅下車
徒歩10分

【所在地】
〒330-9715
埼玉県さいたま市中央区新都心１－１
https://www.kanto.meti.go.jp/
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補助金を利用する際の注意点！

⚫ 補助金採択の発表があっても、交付決定日以降でなければ事業に着手できない。

⚫ 交付決定を受けるには、改めて補助金の「申請書」を提出する必要がある。
⚫ 補助金は精算払い。事業終了後に「報告書」を提出し、確定検査を受けた後。

⚫ その他、補助金の経理処理や検査等については、採択後もしくは交付決定時に配布される手引きを 必ず確認。
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【注】上記はあくまで一般例であり、個々の補助金や案件によって運用等が異なる場合があります。
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その他の注意点

⚫ 補助金は100％補助はほぼなく自己負担が必要で、基本は精算払い（後払い）のため、自社の財
務状況や「お金のタイミング」（賞与支給や納税等、規模の大きな支出）を見極めなければ、一時的
に財務状況の悪化を招く可能性がある。

⚫ 補助金の申請・実施時期と、自社の「業務のタイミング」（決算・確定申告、採用活動、年末商戦な
ど繁忙期）の兼ね合いに注意。業務に忙しく、申請内容の確認が不十分だったことで、事業実施後
の審査で費用の一部が「補助対象外」となり、トラブルに発展するケースが頻発。

⚫ 国の補助事業に関する最近の行政事業レビューでは、複数事業者からの全く同内容の申請が採択
されていた例が指摘されるなど、審査のあり方が問題視されていることから、今後の審査では、申請者
自らが申請計画の検討を主体的に行ったか、他に類似する案件がないか、事務局で確認を行うことも
検討（ものづくり補助金での口頭審査の導入はその一端）。

⚫ 申請書を作成するにあたり、業務繁忙期だったため、税理士等の専門家に申請書の作成を頼ったと
ころ、不当に高額な成功報酬を求められ、トラブルになるケースが頻発。
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（参考）補助金申請システム「Jグランツ」とは

⚫ 補助金申請システム（Jグランツ※１）は、補助金の電子申請を行えるシステムです。

⚫ 国や都道府県などの地方公共団体が執行する補助事業（※２）で利用できます。

⚫ 補助金の申請者がJグランツを利用する際には、「GビズID」を利用します。そのため、法
人、個人事業主、地方公共団体等を交付対象とする補助金で利用できます。

※1 補助金申請システムのサービス名称。J：Japan グランツ：補助金、助成金
※2 国や地方公共団体が、第三者に交付事務を委託している場合も利用可能

✓ 24時間365日、自宅や職場など、いつでも・どこでも申請が可能です。

✓ 移動時間や交通費、郵送費などのコスト削減が期待できます。

✓ 過去に申請した基本情報の再入力や、書類の押印が不要になります。

電子申請の事業者にとってのメリット

✓ GビズIDとは、１つのアカウントで複数の行政サービスにアクセスできる認証システムです。

✓ GビズIDのうち「gBizプライム」でIDとパスワードを取得することで、補助金の電子申請が可能に
なります。

✓ gBizIDプライムアカウントID発行までの期間は、原則として２週間以内となっておりますので、
お早めのご準備をお勧めします。

電子申請にはＧビズＩＤの取得が必要です
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1. 中小企業成長加速化支援事業（中小企業成長加速化補助金）

2. サービス等生産性向上IT導入支援事業（IT導入補助金） 

3. 小規模事業者持続的発展支援事業（持続化補助金）

4. 事業承継・Ｍ＆Ａ支援事業（事業承継・Ｍ＆Ａ補助金）

5. ものづくり・商業・サービス生産性向上促進事業（ものづくり補助金）

6. 中小企業省力化投資補助事業（中小企業省力化投資補助金）

7. 中小企業新事業進出促進事業（中小企業新事業進出補助金）

8. 事業再構築補助金

9. 中堅・中小企業の賃上げに向けた省力化等の大規模成長投資補助金

10. 成長型中小企業等研究開発支援事業（Go-Tech事業）

11. 省エネ関連支援施策

12. 各種税制

本日ご紹介する支援施策
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「IT導入補助金2025」の概要（令和6年度補正）
• IT導入補助金は、中小企業・小規模事業者等の労働生産性の向上を目的として、デジタル化

やＤＸ等に向けたITツール（ソフトウェア、サービス等）の導入を支援する補助金。

• 2025事業では、最低賃金引上げへの対応促進に向けて最低賃金近傍の事業者の補助率を増加。
更に、IT活用の定着を促す導入後の”活用支援”の対象化やセキュリティ対策支援を強化。

※赤字は令和６年度補正予算での拡充点

インボイス枠

補助上限

補助率

対象経費

活用
イメージ

通常枠
複数社連携
IT導入枠 電子取引類型

商店街など、複数の中小・
小規模事業者で連携して

ITツール等を導入

(a)インボイス枠対象経費：
同右

(b)消費動向等分析経費：
 50万円×グループ構成員数

(a)+(b）
合わせて3,000万円まで

(c)事務費・専門家費：200万円

セキュリティ
対策推進枠

ITツールを導入して、
業務効率化やDXを推進

ITツール等を導入して、
インボイス制度に対応

発注者主導でITツー
ルを受注者に共有し、
取引先のインボイス
対応を促す

サイバーセキュリティ
対策を進める

ITツール：
１機能：～50万円
２機能以上：～350万円

PC・タブレット等：
～10万円
レジ・券売機等：
～20万円

～350万円 5万円～150万円

(a)インボイス枠対象経費：
同右

(b)・(c)：2/3

～50万円以下：3/4
(小規模事業者：4/5)

50万円～350万円：2/3

ハードウェア購入費：1/2

クラウド利用料
（最大2年分）

サイバーセキュリティ
お助け隊サービス
利用料
（最大2年分）

中小企業：2/3

大企業：1/2

中小企業：1/2
中小企業：1/2

小規模事業者：2/3

最低賃金近傍の事業者：2/3

(3か月以上地域別最低賃金+50円
以内で雇用している従業員が全従業員
の30％以上であることを示した事業者)

ITツールの業務プロセスが
1～３つまで：
5万円～150万円

4つ以上：
150万円～450万円

ソフトウェア購入費、クラウド利用料（最大2年分）、
導入関連費（保守運用やマニュアル作成等のサポート費用に加えて、

IT活用の定着を促す導入後の”活用支援”も対象化）

ハードウェア購入費

インボイス対応類型

単独申請可能なツールの拡大
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補助スキーム

• 補助金申請者（中小企業・小規模事業者等）は、IT導入補助金事務局に登録された

「IT導入支援事業者」（ITツールを提供するベンダー）からのサポートを受けて申請する。

IT導入補助金事務局

• 制度の構築、申請内容の確
認、審査、検査を行う

＜共同事業体＞

IT導入支援事業者
（ITベンダー・サービス事業者等）

• IT導入補助金事務局にIT導入支援事業者登録
申請・ITツール登録申請を行う

• 申請者／補助事業者に対してITツールを販売し、
導入・活用のサポートを行う

審査・登録及び
各種指導

審査・補助金交付

補助金交付申請

・ITツールの購入
・補助金申請の相談
・補助事業支援要請
・アフターサポート要請

・ITツールの販売
・補助金申請サポート
・補助事業支援
・アフターサポート

IT導入支援事業者登録申請
ITツール登録申請

補助金申請者・補助事業者
(中小企業・小規模事業者等※)

• 補助金申請・審査・採択・交付決定を経て、
ITツールの契約・購入を行い、補助金を受け取る

※インボイス枠電子取引類型では、大企業も含む。
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複数社連携IT導入枠の概要

（１）基盤導入経費
●ITツール：会計ソフト、受発注ソフト、決済ソフトに限る 【クラウド利用料は最大２年分】
●ハードウェア：PC・タブレット、レジ・券売機等

（２）消費動向等分析経費
⚫ITツール：消費動向分析システム、経営分析システム、需要予測システム、電子地域通貨システム、

キャッシュレスシステム、生体認証決済システム 等 【クラウド利用料は１年分】
⚫ハードウェア：AIカメラ、ビーコン、デジタルサイネージ 等

（３）参画事業者のとりまとめに係る事務費、専門家費

● 複数の中小・小規模事業者が連携してＩＴツール及びハードウェアを導入することにより、地域DXの実現や、生産性の向上を
図る取組に対して、複数者へのＩＴツールの導入等を支援する。

※事業に参加する中小企業・小規模事業者等は「10者以上」であること等を要件とする。

● 商工団体等（例）商店街振興組合、商工会議所、商工会、事業協同組合 等

● 当該地域のまちづくり、商業活性化、観光振興等の担い手として事業に取り組むことができる中小企業者又は団体

（例）まちづくり会社、観光地域づくり法人（DMO） 等
● 複数の中小企業・小規模事業者等により形成されるコンソーシアム

⚫補助率

（１）基盤導入経費：1/2～3/4、4/5（インボイス枠インボイス対応類型と同様）

（２）消費動向等分析経費：2/3以内

（３）事務費、専門家費：2/3以内

⚫補助上限額：（１）と（２）をあわせて3,000万円、（３）は200万円

１．概要

２．補助事業者

３．補助対象経費

４．補助率・補助上限額
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ITツール：補助額50万円以下の部分は（補助率３／４以内、小規模事業者は４／５以内）、

 補助額50万円超～350万円の部分は（補助率２／３以内）

⇒導入するITツールが「会計」・「受発注」・「決済」の機能を２機能以上有する場合は、補助額350万円以下の申請が可能。

（1機能の場合は、補助額50万円以下の申請が可能。）

PC・タブレット等：補助額10万円まで（補助率１／２以内）、レジ・券売機等：補助額20万円まで（補助率１／２以内）

インボイス枠（インボイス対応類型）の概要

● 中小企業・小規模事業者等に、インボイス制度に対応したITツールの導入を強力に推進するため、会計ソフト・
受発注ソフト・決済ソフトの導入費用に加え、PC・タブレット、レジ・券売機等の導入費用を支援する。

● 中小企業・小規模事業者等

１．概要

２．補助事業者

３．事業イメージ

● 導入したITツール及びハードウェアを活用して、生産性向上に取り組む。

４．補助対象経費

５．補助額・補助率

（１）ソフトウェア、オプション、役務
ソフトウェア購入費、クラウド利用料(最大2年分)、
オプション(セキュリティソフト等)、役務費(導入支援費、保守費等)
※インボイス制度に対応し、「会計」・「受発注」・「決済」の機能を
   有するものに限る。

（２）ハードウェア
ソフトウェア・クラウドサービスの使用に資する機器(PC・タブレット、
レジ・券売機等)の購入費用、設置費用 0
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は4/5補助

2/3
補助

補助率：2/3～3/4、4/5補助
補助上限：最大350万円

補助金額
（万円）

【図：ITツールの補助率・補助上限額の関係】
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516.7
512.5

対象経費
（万円）
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インボイス枠（電子取引類型）の概要

● 取引関係における発注者が、インボイス制度対応の
ITツール（受発注ソフト）を導入し、当該取引関係
における受注者である中小企業・小規模事業者等に
対して無償でアカウントを供与して利用させる場合に、
その導入費用を支援する。

● 中小企業・小規模事業者等に限らず大企業も可

１．概要

２．補助事業者

３．事業イメージ

● 導入したITツールを活用して、
生産性向上・インボイス制度対応に取り組む。

４．補助対象経費

５．補助額・補助率

● ITツールの導入費用（クラウド利用料最大２年分）

【図：補助額算出のイメージ】

● 補助額  350万円以下
● 補助率 中小企業・小規模事業者等が申請する場合:2/3以内

大企業等が申請する場合:1/2以内

ＩＴ導入支援事業者

申請者/補助事業者
（ＩＴツールの費用負担者）

取引先
(中小企業)

取引先
(中小企業)

取引先
(中小企業)

取引先
(中小企業)

取引先
(大企業)

・受注側アカウント総数は5つで契約し、
うち4つを中小企業に対して振出。

・補助対象経費：300万円 x 4/5 = 240万円

・補助額：

中小企業・小規模事業者等が申請者/補助事業者である場合

240万円 x 2/3以内 = 160万円以内

大企業等が申請者/補助事業者である場合

240万円 x 1/2以内 = 120万円以内

・ＩＴツールを2年間の利用料300万円
で導入。



●補助額  5万円～150万円以下
●補助率 中小企業が申請する場合: 1/2以内

小規模事業者が申請する場合：2/3以内 24

セキュリティ対策推進枠の概要

● 中小企業・小規模事業者等において、サイバーインシデントを原因とした事業継続が困難となる等の生産性向上を
阻害するリスクを低減するとともに、供給制約やそれに起因する価格高騰の潜在的リスクを低減するための支援を行
う。

● 具体的には、「サイバーセキュリティお助け隊サービスリスト」に掲載されているサービスのうち、IT導入支援事業者が
提供し、かつ事務局に事前登録されたサービスを導入する際、サービス利用料（最大2年分）を支援する。

● 中小企業・小規模事業者等

１．概要

２．補助事業者

３．事業イメージ

● 導入したサービスを活用して、サイバーインシデントのリスク低減に取り組む。

４．補助対象経費

５．補助額・補助率

● ITツールの導入費用（サービス利用料の最大2年分）

＜留意点＞
本事業において補助の対象となるITツールは、独立行政法人情報処理推進機構(IPA)が公表する「サイバーセキュリティお助け隊
サービスリスト」に掲載されているサービスのうち、本事業においてIT導入支援事業者が提供し、かつ事務局に事前登録されたサービ
スを指す。
【サイバーセキュリティお助け隊サービスリスト】https://www.ipa.go.jp/security/otasuketai-pr/index.html
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1. 中小企業成長加速化支援事業（中小企業成長加速化補助金）

2. サービス等生産性向上IT導入支援事業（IT導入補助金） 

3. 小規模事業者持続的発展支援事業（持続化補助金）

4. 事業承継・Ｍ＆Ａ支援事業（事業承継・Ｍ＆Ａ補助金）

5. ものづくり・商業・サービス生産性向上促進事業（ものづくり補助金）

6. 中小企業省力化投資補助事業（中小企業省力化投資補助金）

7. 中小企業新事業進出促進事業（中小企業新事業進出補助金）

8. 事業再構築補助金

9. 中堅・中小企業の賃上げに向けた省力化等の大規模成長投資補助金

10. 成長型中小企業等研究開発支援事業（Go-Tech事業）

11. 省エネ関連支援施策

12. 各種税制

本日ご紹介する支援施策
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小規模事業者持続化補助金の概要

⚫ 商工会・商工会議所等と一体となって経営計画を作成し、当該計画に基づいて行う販路開拓等の取組を支援すべく、
「小規模事業者持続化補助金」を措置。

⚫ 政策の原点回帰を行い、経営計画の策定に重点化するため、複数ある特別枠を整理。

補助上限

補助率

対象経費

要件
経営計画を作成し販路
開拓等に取り組む小規
模事業者

事業場内最低賃金を
50円以上引き上げる
小規模事業者

２／３
※賃金引上げ特例を選択した事業者のうち、赤字事業者は３／４

機械装置等費、広報費、ウェブサイト関連費、展示会等出展費（オン
ラインによる展示会・商談会等を含む）、旅費、開発費、資料購入費、
借料、設備処分費、委託・外注費（税理士等への相談・コンサルティン
グ費用など）

通常枠 賃金引上げ特例インボイス特例

免税事業者から
課税事業者に転換

昨年度補正予算
等からの主な
変更点

50万円 補助上限
50万円上乗せ

補助上限
150万円上乗せ

産競法に基づく「認定市
区町村による特定創業
支援等事業の支援」を受
けた小規模事業者

創業型

200万円
※インボイス特例は適用

災害支援枠

令和6年能登半島
地震等における
被災小規模事業者

直接被害：200万円
間接被害：100万円

定額、２／３

ビジネス
コミュニティ型

共同・協業型

・地域振興等機関・・・人件費、

委員等謝金、旅費、会議費、消

耗品・備品費、通信運搬費、印

刷製本費、雑役務費、委託・外

注費、水道光熱費

・参画事業者・・・旅費、借料、

設営・設計費、展示会等出展

費、保険料、広報費

専門家謝金、専門家
旅費、旅費、資料作
成費、借料、雑役務
費、広報費、委託費

50万円、

２以上の補助対象者が共同

で実施する場合は100万円

地域に根付いた企業の販路
開拓を支援する機関が地域
振興等機関となり、参画事
業者である１０以上の小規
模事業者の販路開拓を支
援

5,000万円

・地域振興等機関に係る経費：定額
・参画事業者に係る経費：２／３

定額

商工会・商工会議所の
内部組織等
（青年部、女性部等）

左記に加え、車両購入
費

２／３

通常枠同
様

一般型

参画事業者を「小規模事
業者」に限定

卒業枠・後継者支援枠
を廃止

令和6年奥能登豪雨を
対象に追加
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1. 中小企業成長加速化支援事業（中小企業成長加速化補助金）

2. サービス等生産性向上IT導入支援事業（IT導入補助金） 

3. 小規模事業者持続的発展支援事業（持続化補助金）

4. 事業承継・Ｍ＆Ａ支援事業（事業承継・Ｍ＆Ａ補助金）

5. ものづくり・商業・サービス生産性向上促進事業（ものづくり補助金）

6. 中小企業省力化投資補助事業（中小企業省力化投資補助金）

7. 中小企業新事業進出促進事業（中小企業新事業進出補助金）

8. 事業再構築補助金

9. 中堅・中小企業の賃上げに向けた省力化等の大規模成長投資補助金

10. 成長型中小企業等研究開発支援事業（Go-Tech事業）

11. 省エネ関連支援施策

12. 各種税制

本日ご紹介する支援施策
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1. 中小企業成長加速化支援事業（中小企業成長加速化補助金）

2. サービス等生産性向上IT導入支援事業（IT導入補助金） 

3. 小規模事業者持続的発展支援事業（持続化補助金）

4. 事業承継・Ｍ＆Ａ支援事業（事業承継・Ｍ＆Ａ補助金）

5. ものづくり・商業・サービス生産性向上促進事業（ものづくり補助金）

6. 中小企業省力化投資補助事業（中小企業省力化投資補助金）

7. 中小企業新事業進出促進事業（中小企業新事業進出補助金）

8. 事業再構築補助金

9. 中堅・中小企業の賃上げに向けた省力化等の大規模成長投資補助金

10. 成長型中小企業等研究開発支援事業（Go-Tech事業）

11. 省エネ関連支援施策

12. 各種税制

本日ご紹介する支援施策
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（参考）一般事業主行動計画

出所：両立支援のひろば（厚生労働省）
https://ryouritsu.mhlw.go.jp/hiroba/manual.php

【一般事業主行動計画】
事業主が従業員の仕事と子育ての両立を図るための雇用環境の整備や、子育てをしていない従業員も含めた多様な労働条件の整備などに取り
組むに当たって、①計画期間②目標③目標を達成するための対策の内容と実施時期を具体的に盛り込み策定するもの。
※次世代育成支援対策推進法に基づき策定することとなっている。常時雇用する従業員が101人以上の企業は計画を策定し、その旨を都道府県労働局に届け出ることが義務とされ
ています。(100人以下の企業は努力義務)
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1. 中小企業成長加速化支援事業（中小企業成長加速化補助金）

2. サービス等生産性向上IT導入支援事業（IT導入補助金） 

3. 小規模事業者持続的発展支援事業（持続化補助金）

4. 事業承継・Ｍ＆Ａ支援事業（事業承継・Ｍ＆Ａ補助金）

5. ものづくり・商業・サービス生産性向上促進事業（ものづくり補助金）

6. 中小企業省力化投資補助事業（中小企業省力化投資補助金）

7. 中小企業新事業進出促進事業（中小企業新事業進出補助金）

8. 事業再構築補助金

9. 中堅・中小企業の賃上げに向けた省力化等の大規模成長投資補助金

10. 成長型中小企業等研究開発支援事業（Go-Tech事業）

11. 省エネ関連支援施策

12. 各種税制

本日ご紹介する支援施策
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1. 中小企業成長加速化支援事業（中小企業成長加速化補助金）

2. サービス等生産性向上IT導入支援事業（IT導入補助金） 

3. 小規模事業者持続的発展支援事業（持続化補助金）

4. 事業承継・Ｍ＆Ａ支援事業（事業承継・Ｍ＆Ａ補助金）

5. ものづくり・商業・サービス生産性向上促進事業（ものづくり補助金）

6. 中小企業省力化投資補助事業（中小企業省力化投資補助金）

7. 中小企業新事業進出促進事業（中小企業新事業進出補助金）

8. 事業再構築補助金

9. 中堅・中小企業の賃上げに向けた省力化等の大規模成長投資補助金

10. 成長型中小企業等研究開発支援事業（Go-Tech事業）

11. 省エネ関連支援施策

12. 各種税制

本日ご紹介する支援施策
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1. 中小企業成長加速化支援事業（中小企業成長加速化補助金）

2. サービス等生産性向上IT導入支援事業（IT導入補助金） 

3. 小規模事業者持続的発展支援事業（持続化補助金）

4. 事業承継・Ｍ＆Ａ支援事業（事業承継・Ｍ＆Ａ補助金）

5. ものづくり・商業・サービス生産性向上促進事業（ものづくり補助金）

6. 中小企業省力化投資補助事業（中小企業省力化投資補助金）

7. 中小企業新事業進出促進事業（中小企業新事業進出補助金）

8. 事業再構築補助金

9. 中堅・中小企業の賃上げに向けた省力化等の大規模成長投資補助金

10. 成長型中小企業等研究開発支援事業（Go-Tech事業）

11. 省エネ関連支援施策

12. 各種税制

本日ご紹介する支援施策
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補助上限

GX進出類型 最低賃金類型

•中小企業1/2（※2/3）
•中堅企業1/3（※1/2）
※短期に大規模賃上げを行う場合

1,500万円

補助率

3,000万円
（※4,000万円）
※短期に大規模賃上げを行う場合

中小：5,000万円
（※6,000万円）

中堅：１億円
（※1.5億円）

※短期に大規模賃上げを行う場合

•中小企業1/2（※2/3）
•中堅企業1/3（※1/2）
※短期に大規模賃上げを行う場合

•中小企業3/4（一部2/3）
•中堅企業2/3（一部1/2）

対象経費

• 卒業促進上乗せ措置：中小・中堅企業等から中堅・大企業等へと規模拡大する事業者を支援
• 中長期大規模賃金引上促進上乗せ措置：継続的な賃金引上げ及び従業員増加に取り組む事業者を支援

●建物費、機械装置・システム構築費、技術導入費、外注費・専門家経費、広告宣伝費・販売促進費、研修費、廃業費
※廃業費は成長分野進出枠（通常類型）のみ

対象

• ポストコロナに対応した、成長分野への大胆
な事業再構築にこれから取り組む事業者

• 国内市場縮小等の構造的な課題に直面し
ている業種・業態の事業者

45

成長分野進出枠

通常類型

コロナ回復加速化枠

• ポストコロナに対応した、グリーン成長戦
略「実行計画」14分野の課題の解決に
資する取組をこれから行う事業者

• コロナ禍が終息した今、最低賃金引上げの影響を大きく
受ける事業者

第13回公募の全体像

（従業員30人の場合）
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スケジュール、お問い合わせ先等

⚫ 公募期間

・公募開始：令和７年１月10日（金）

・申請受付：令和７年２月７日（金）

・応募締切：令和７年３月26日（水）18：00

・補助金交付候補者の採択発表：令和７年６月下旬～７月上旬頃（予定）

⚫ 電子申請の準備
申請はjGrants（電子申請システム）で受け付けます。 GビズIDプライムアカウントの発行に時間を要する場合がありますので、早め
のID取得をお勧めします。GビズIDプライムアカウントは、以下のホームページで必要事項を記載し、必要書類を郵送して作成すること
ができます。 https://gbiz-id.go.jp/top/

⚫ 事前着手届出制度
第13回公募では事前着手制度は廃止されました。交付決定日よりも前に購入契約（発注）等を実施したものの経費は、いかな

る理由であっても全額補助対象外となりますので、ご注意ください。

スケジュール

⚫ 電子申請システムの操作方法については、電子申請システム内の「電子申請操作マニュアル」等をご確認ください。

⚫ 応募に関する不明点は、ホームページに公開されている申請に関わる資料や「よくあるご質問」等をまずはご確認ください。

⚫ 上記をご確認の上で、お問合せをご希望の方は、「コールバック予約システム」にて、事前にご希望の予約日時を選択し、連絡先等を
入力してください。コールセンターからご予約の時間帯にお電話を差し上げます。

＜コールバック予約システムとは＞ 
https://jigyou-saikouchiku.go.jp/callback.html

お問い合わせ先



1. 中小企業成長加速化支援事業（中小企業成長加速化補助金）

2. サービス等生産性向上IT導入支援事業（IT導入補助金） 

3. 小規模事業者持続的発展支援事業（持続化補助金）

4. 事業承継・Ｍ＆Ａ支援事業（事業承継・Ｍ＆Ａ補助金）

5. ものづくり・商業・サービス生産性向上促進事業（ものづくり補助金）

6. 中小企業省力化投資補助事業（中小企業省力化投資補助金）

7. 中小企業新事業進出促進事業（中小企業新事業進出補助金）

8. 事業再構築補助金

9. 中堅・中小企業の賃上げに向けた省力化等の大規模成長投資補助金

10. 成長型中小企業等研究開発支援事業（Go-Tech事業）

11. 省エネ関連支援施策

12. 各種税制

本日ご紹介する支援施策
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事業の内容 事業スキーム（対象者、対象行為、補助率等）

事業目的

地域の雇用を支える中堅・中小企業が、足元の人手不足等の

課題に対応し、成長していくことを目指して行う大規模投資等を
促進することで、地方においても持続的な賃上げを実現する。

成果目標

①大規模成長投資補助金：

大規模投資を通じた労働生産性の抜本的向上と事業規模の
拡大により、対象事業に関わる従業員の1人当たり給与支給総
額が、地域別の最低賃金の伸び率を超える伸び率を実現する。

②地域企業経営人材確保支援事業給付金：

当該事業により経営人材を確保した中堅・中小企業が、確保
前の想定を上回る企業成長を達成することを目指す。

事業概要

中堅・中小企業の持続的な賃上げや事業成長等を目的とし
て以下の取り組みを行う。

①大規模成長投資補助金

人手不足に対応するための省力化等による労働生産性の抜
本的な向上と事業規模の拡大を図るために行う工場等の拠
点新設や大規模な設備投資に対して補助を行う。

②地域企業経営人材確保支援事業給付金

着実な事業成長等を実行可能な経営体制を整備するため、
転籍・兼業・副業・出向等により大企業から経営人材を受け
入れた場合に、給付金を給付する。

中堅・中小企業の賃上げに向けた
省力化等の大規模成長投資補助金

国庫債務負担行為含め新規公募分として総額3,000億円 ※令和６年度補正予算案額 1,400億円

経済産業政策局 産業創造課、地域経済産業政策課

①大規模成長投資補助金：補助上限額50億円

※投資下限額は10億円

②地域企業経営人材確保支援事業給付金：給付上限額450万円

※兼業・副業・出向の場合は給付上限額200万円

民間企
業等

国
中堅・中小
企業

補助

（定額）

①補助

（1/3以下）

②給付金
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1. 中小企業成長加速化支援事業（中小企業成長加速化補助金）

2. サービス等生産性向上IT導入支援事業（IT導入補助金） 

3. 小規模事業者持続的発展支援事業（持続化補助金）

4. 事業承継・Ｍ＆Ａ支援事業（事業承継・Ｍ＆Ａ補助金）

5. ものづくり・商業・サービス生産性向上促進事業（ものづくり補助金）

6. 中小企業省力化投資補助事業（中小企業省力化投資補助金）

7. 中小企業新事業進出促進事業（中小企業新事業進出補助金）

8. 事業再構築補助金

9. 中堅・中小企業の賃上げに向けた省力化等の大規模成長投資補助金

10. 成長型中小企業等研究開発支援事業（Go-Tech事業）

11. 省エネ関連支援施策

12. 各種税制

本日ご紹介する支援施策
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成長型中小企業等研究開発支援事業（Go-Tech事業）
公募概要

➢ 公募期間
・令和7年2月中旬～令和7年4月中旬（予定）※中企庁事前予告情報より
・最新の公募情報等については、中小企業庁のHP等でご確認ください。

➢ 申請方法
・e-Rad(府省共通研究開発管理システム)

➢ 申請対象者
・中小企業者等を中心とした、研究等実施機関、事業管理機関を含む2者以上で構成された共同体が対象。
・大企業（自治体等公的機関を除く）はアドバイザーに限り共同体に参画することができます。
・中小企業者等が受け取る補助金額が、共同体全体の補助金額の「2/3以上」である必要があります。

➢ 申請対象事業
・事業化につながる可能性の高い研究開発、試作品開発及び販路開拓の取組。また、本事業の補助対象期間の
終了後5年以内を目処に事業化を達成する目標が策定できる事業。
・中小企業の特定ものづくり基盤技術及びサービスの高度化等に関する指針（高度化指針）と整合がとれている
事業。

※詳細は公募要領等を参照ください
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（参考）同体イメージ

国
（経済産業局）

事業管理機関
（●●振興センター）

従たる研究機関
（●●大学）

主たる研究機関
（中小企業者等）

従たる研究機関
（公設試験場）

アドバイザー
（川下企業）

アドバイザー
（有識者）

補助 補助

助言

助言

共同体

※中小企業が自ら
担うことも可能

間接補助金

間接補助事業者補助事業者

研究等実施機関
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申請枠

・中小企業者等が大学・公設試等と連携し、高度化指針を踏まえて行う研究開発等を支援する枠

①通常枠

・高度化指針を踏まえて研究開発等を行う中小企業者等であって、補助事業開始（初年度交付決定日）から補助事
業終了後１年までの間に、当該研究開発プロジェクトに関し、ファンド等の出資者からの出資を受けることが見込まれる事
業者を支援する枠

【ファンド等の要件】※詳細は公募要領等をご確認ください。
・業として中小企業への投資機能を有し、中小企業の事業化支援機能を有する法人等（地銀ファンド等）であること。
・日本国内において、現に中小企業の事業化を支援する拠点を有し、中小企業をハンズオン支援できる常駐スタッフを 配置していること。
・高度化指針を踏まえた研究開発の事業化を目指す中小企業に対して支援する能力（ハンズオン能力）を有すること。

【その他の要件】
・公募申請時に、当該研究開発プロジェクトが成功した場合には、主たる研究等実施機関に出資する旨のファンド等の出資者による誓約
書の提出があること（出資予定額及び出資予定時期の記載必須）。

※当該研究開発プロジェクトが成功したにも関わらず、初年度交付決定日から補助事業終了後１年間経過後までの累計出資額が、補
助金として支払われた額の１／２を正当な理由なく下回った場合、以降当該ファンド等は本事業におけるファンド等として認めません。また、
当該ファンド等の名称については、公表する場合があります。

②出資獲得枠
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通常枠 出資獲得枠

補助事業期間 ２年度又は３年度

補助金額
（上限額）

※公募時の補助金
申請額が上限額と
なるため注意

（補助事業あたり）
単年度で    ４，５００万円以下
２年度の合計で ７，５００万円以下
３年度の合計で ９，７５０万円以下

（補助事業あたり）
単年度で    １億円以下
２年度の合計で ２億円以下
３年度の合計で ３億円以下

※補助上限額はファンド等が出資を予定している金額の2倍を上限

補助率 ■中小企業者等…原則２／３以内
   ※課税所得15億円以上等の中小企業者等又はNPO法人は１／２以内
■A機関及びB機関…A機関又はB機関が事業管理機関として共同体に参加している場合は定額 
 ただし、補助率２／３が適用される場合がある（詳細は次ページ）
 A機関又はB機関が事業管理機関として共同体に参加していない場合は２／３以内

補助事業期間、補助金額、補助率 

補助対象経費 
物品費 設備備品費、消耗品費

人件費・謝金 人件費（研究員費、管理員費、補助員雇上費）、謝金

旅費 旅費

その他 外注費※、印刷製本費、運搬費、クラウドサービス利用費、知的財産権関連経費、マーケティング調査費、賃貸借費等

委託費 事業の遂行に必要な調査等（共同・受託研究を含む）を委託するために支払われる経費
※研究開発計画のうち本質的な部分（研究開発要素がある業務）を共同体外へ委託、外注することは不可

間接経費 直接経費合計の30％を上限に計上可能



1. 中小企業成長加速化支援事業（中小企業成長加速化補助金）

2. サービス等生産性向上IT導入支援事業（IT導入補助金） 

3. 小規模事業者持続的発展支援事業（持続化補助金）

4. 事業承継・Ｍ＆Ａ支援事業（事業承継・Ｍ＆Ａ補助金）

5. ものづくり・商業・サービス生産性向上促進事業（ものづくり補助金）

6. 中小企業省力化投資補助事業（中小企業省力化投資補助金）

7. 中小企業新事業進出促進事業（中小企業新事業進出補助金）

8. 事業再構築補助金

9. 中堅・中小企業の賃上げに向けた省力化等の大規模成長投資補助金

10. 成長型中小企業等研究開発支援事業（Go-Tech事業）

11. 省エネ関連支援施策

12. 各種税制

本日ご紹介する支援施策
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省エネルギー投資促進支援事業費補助金
国庫債務負担行為含め総額 350億円 ※令和6年度補正予算額 300億円

事業の内容 事業スキーム（対象者、対象行為、補助率等）

事業目的

本事業は、工場・事業場等の産業・業務部門における省エネ性
能の高い設備・機器への更新に係る費用の一部を支援すること
で、「2030年度におけるエネルギー需給の見通し」の達成に寄与
することを目的とする。

また、設備の納期遅れ等により単年度での事業実施が困難なこ
とを理由に投資を見送る事業者のニーズに対応するべく、複数年
度にまたがる設備・機器の導入を可能にし、特に中小企業におけ
る更なる投資需要を掘り起こす。

資源エネルギー庁

省エネルギー・新エネルギー部

省エネルギー課

成果目標・事業期間

 2030年度におけるエネルギー需給の見通しにおける産業部門・
業務部門の省エネ対策（2,700万kl程度）中、省エネ設備
投資を中心とする対策の実施を促進し、本予算事業による効
果も含めて、省エネ量2,155万klの達成を目指す。

補助
（1/2、１/3）

民間企業等 民間企業等国

補助
（定額）

（１）補助率：1/3以内、上限額：1億円

（２）補助率：中小企業1/2以内、大企業1/3以内

 上限額：1億円

事業概要

 工場・事業場において実施されるエネルギー消費効率の高い
設備への更新等を以下の取組を通じて支援する。

 （１）設備単位型：省エネ性能の高いユーテリティ設備、生
産設備等への更新を支援。

（２）エネルギー需要最適化型：効果が高いと指定したエ
ネルギーマネジメントシステムを用いて、効果的にエネルギー使
用量削減及びエネルギー需要最適化を図る事業を支援。
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【キュポラ式】※コークスを使用 【誘導加熱式】※電気を使用

• 従来、平釜を個別に熱して塩を製造していたところ、連結型の立釜に更新。

• 釜の排熱を、他の釜の熱源に再利用できるよう、事業所全体の設備・設計を見直
し。３年で37.1％の省エネを実現予定。

【平釜】 【立釜】 ※複数の釜を連結して排熱再利用

【高効率空調】【業務用給湯器】 【産業用モータ】

（Ⅱ）
電化・
脱炭素
燃転型

• 電化や、より低炭素な燃料への転換を伴う機器への
更新を補助

• 補助率：1/2

• 補助上限額：３億円 等

※中小企業のみ工事費を補助対象に追加

（Ⅰ）
工場・
事業場型

• 工場・事業所全体で大幅な省エネを図る取り組みに
対して補助

• 補助率：1/2（中小）1/3（大） 等

• 補助上限額：15億円 等

※中小企業投資枠等を追加
※旧ＡＢ類型

（Ⅲ）
設備
単位型

• リストから選択する機器への更新を補助

• 補助率：1/3

• 補助上限額：１億円

※省エネ要件を追加
※旧Ｃ類型

（Ⅳ）
EMS型

• EMSの導入を補助

• 補助率：1/2（中小）1/3（大）

• 補助上限額：１億円

※省エネ要件を見直し

【見える化システムによるロス検出】 【AIによる省エネ最適運転】

省エネ・非化石転換補助金

⚫ エネルギーコスト高対応と、カーボンニュートラルに向けた対応を同時に進めていくため、工場全体の省エネ
（Ⅰ）、製造プロセスの電化・燃料転換（Ⅱ）、リストから選択する機器への更新（Ⅲ）、エネルギーマネジメ
ントシステムの導入（Ⅳ）の４つの類型で、企業の投資を後押し。

⚫ Ⅰ型に中小企業投資促進枠を創設するなど、ＧＸへの取組の第一歩として省エネを強力に促進する。
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【国庫債務負担行為含め総額 2,375億円】
※令和６年度補正予算案額：600億円



事業区分

（Ⅰ）工場・事業場型
～生産ラインの更新等、工場・事業所全体で大幅な省エネを図る～

先進枠 一般枠
中小企業
投資促進枠

補助対象 先進設備・システム オーダーメイド設備又は指定設備※

省エネ要件

①省エネ率等：30％以上
②省エネ量等：1,000kl以上
③エネルギー消費原単位

改善率：15％以上

①10％以上
②700kl以上
③7％以上

①7％以上
②500kl以上
③5％以上

※指定するフォーマットにより
目標・計画の作成・公表が必要

（目標は一般枠の効果）

投資回収要件 ・投資回収年数が５年以上であること ・投資回収年数が３年以上であること

補助率

大企業 １／２
１／３

※投資回収年数が
７年未満の事業は１／４

ー

中小
企業

２／３
１／２

※投資回収年数が
７年未満の事業は１／３

１／２
※投資回収年数が

５年未満の事業は１／３

補助金
限度額

大企業

上限：15億円
（非化石転換の場合は20億円）

※複数年度事業もしくは連携事業の
場合は30億円

（非化石転換の場合は40億円）

上限：15億円
（非化石転換の場合は20億円）
※複数年度事業の場合は20億円
（非化石転換の場合は30億円）
※連携事業の場合は30億円

（非化石転換の場合は40億円）

ー

中小
企業

上限：15億円
（非化石転換の場合は20億円）
※複数年度事業の場合は20億円
（非化石転換の場合は30億円）
※連携事業の場合は30億円

（非化石転換の場合は40億円）

オーダーメイド設備又は指定設備

変更①

【参考】前年からの変更点（Ⅰ型：工場・事業場型）

⚫ 工場・事業所全体での、大規模な省エネ投資をより促進するため、省エネ効果の高い特定の設備（指定設備）の
組み合わせによる事業所等全体での取組を補助対象に追加。

⚫ また、中小企業においても大規模な省エネ投資を促すため、「中小企業投資促進枠」を創設。

変更②
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※年間のエネルギー使用量が1,500kl以上である事業者（特定事業者等）は、省エネ法に基づく定期報告情報を開示する制度に参加宣言していることを要件とする。



ガイドとグリッド線

事業区分
（Ⅱ）電化・脱炭素燃転型

～電化・低炭素な燃料への転換を伴う設備等への更新を支援～

補助対象
化石燃料から電気への転換及びより低炭素な燃料への転換等、

電化や脱炭素目的の燃料転換を伴う設備等への更新

補助対象経費

工事費・設備費
（電化の場合は付帯設備も対象）

※工事費は中小企業に限る
※ヒートポンプなど、一部機器について併用を認める

（ただし併用する場合であっても、将来的には非化石転換に向けた
リプレースを目指すことを求める）

補助率 １／2

補助金限度額
上限：3億円

（電化の場合は5億円）

変更

【参考】前年からの変更点（Ⅱ型：電化・脱炭素燃転型）

⚫ 燃料転換のための設備更新について、既存設備と配管の取り回しや設置方法が異なることで工事費用が高額とな
ることを踏まえ、負担増の影響を受けやすい中小企業について工事費用も補助対象とする。

⚫ また、ヒートポンプなどについて、更新前設備との併用を認める。
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※年間のエネルギー使用量が1,500kl以上である事業者（特定事業者等）は、省エネ法に基づく定期報告情報を開示する制度に参加宣言していることを要件とする。



事業区分
（Ⅲ）設備単位型
～指定設備への更新～

補助対象
省エネ効果の高い特定の設備

（指定設備）への更新

省エネ要件

①～③のいずれかの要件を満たすこと
①省エネ率：10％以上
②省エネ量：1kl以上

③経費当たり省エネ量：1kl/千万円

補助対象
経費 設備費

補助率 １／３

補助金
限度額 上限：１億円

その他の
要件

・省エネ法に基づく定期報告義務がない事業者
（特定事業者等以外の事業者）については、
エネルギーの合理化に関する中長期計画を策
定すること（指定するフォーマットで作成）

省エネ・非化石転換補助金（Ⅲ型、Ⅳ型）

事業区分
（Ⅳ）エネルギー需要最適化型

～EMSの導入促進～

補助対象
• 効果が高いと指定したエネルギーマネジメントシス

テム（指定EMS）を用いて、効果的にエネルギー使
用量削減及びエネルギー需要最適化を図る事業

省エネ要件

• 指定EMSを導入する範囲内において設備又は工程単
位のエネルギー消費状況を把握・表示・分析し、運
用改善を実施。

• EMSを活用した省エネの中長期計画を作成、改善に
よる成果の公表（２％改善を目安）

• EMSは、導入事業者自らが制御・運用改善に取り組
める機能を具備していること。具備していない場合
には、運用改善の提案を出来る事業者との契約（補
助対象外）を結ぶこと

※従来の省エネ効果２％の事前確認要件及び投資回収
年数要件は設けない

補助対象経
費

設計費・工事費・設備費

補助率
大企業 １／３

中小企業 １／２

補助金
限度額

上限：１億円
下限：30万円（100万円から引き下げ）

変更①

変更①

⚫ Ⅲ型について、高効率省エネ設備への投資を促進する観点から、省エネ要件を追加。
⚫ Ⅳ型について、デジタル技術を活用したエネルギー消費の見える化、最適化に取り組み、ＧＸ・ＤＸを加速する

事業者を支援する観点から、従来の要件を見直す。

【参考】前年からの変更点（Ⅲ型：設備単位型、Ⅳ型：エネルギー需要最適化型）

変更②

62※年間のエネルギー使用量が1,500kl以上である事業者（特定事業者等）は、省エネ法に基づく定期報告情報を開示する制度に参加宣言していることを要件とする。

変更②



事業の内容 事業スキーム（対象者、対象行為、補助率等）

事業目的

省エネの専門家が中小企業を訪ね、エネルギー使用の改善をア
ドバイスする「省エネ診断」への補助を行うことで、エネルギー価格
高騰等の影響を受ける中小企業等の省エネの取組を後押しする。

成果目標

省エネ診断等による業務部門における徹底的なエネルギー管理
の実施により本予算事業による効果も含めて、令和12年度の省
エネ効果239万kLを目指す。

事業概要

省エネの専門家が中小企業等の工場・ビルにおける設備の運転
状況やエネルギー使用状況に関するデータを確認して、運用改善
や設備投資等を提案するために必要な経費を補助する。

また、中小企業等が相談可能なプラットフォームを地域毎に構築
するとともに、相談に係る相談窓口や支援施策などをポータルサイ
トに公開する。

中小企業等エネルギー利用最適化推進事業費
令和６年度補正予算額 34億円

資源エネルギー庁

省エネルギー・新エネルギー部

省エネルギー課

補助

（定額）

国 民間
団体等

民間
団体等

中小
企業等

省エネ取組
支援補助
（9/10）

補助
（定額）
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• データに基づく提案をま
とめた資料作成。

• よりきめ細やかな省エネ
提案を実施。

ＩＴ診断

ウォーク
スルー
診断

①事前アンケート・面談

• 同日中に、省エネ運用改善を提案。

• 後日、専門家が、工場でできる省エ
ネの余地をまとめた資料を作成し、
中小企業に提案・説明を実施。

③提案

数週間後

数時間～半日

• 専門家が、工場の
エネルギー管理者
等と面談。

• 事業者の希望や課
題等を確認し、計
測の規模や、期間
等を決定。

①事前調査 ②機器設置・計測

１週間～数か月

③見える化・分析

数週間後

④提案
新設

省エネ診断

⚫ 「具体的に何をやればよいか分からない」との中小企業の声も多いことから、専門家による省エネ診断への支援
を強化。

⚫ これまでのウォークスルーを中心とした診断に加えて、計測機器を用いた設備・プロセスごとのエネルギー使用
状況の見える化、分析・提案に対応するメニュー（ＩＴ診断）を追加する。

②ウォークスルー

• 工場内をまわり、エネルギーの
使い方を確認。

• 専門家が、工場のエネルギー管
理者等と面談。設備の仕様や、
普段の設備の使い方を確認。

• 事前調査に基づき計
測機器を設置。

• 計測機器は診断機関
から受診者に貸出。

• エネルギー使用状況を可視
化し、省エネポイント特定。

• 計測データをもとに、専門
家が改善方法を検討。

１日
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令和６年度補正予算案額：34億円



■診断の枠組みと、中小企業の負担額のイメージ

（参考）省エネ診断の申請枠組みの詳細

⚫ 今年度より、ウォークスルーによる診断に加えて、診断機関が貸し出すデジタル計測機器で取得したデータを活
用した、きめ細やかな改善提案を行う「ＩＴ診断」を追加。（診断機関は、自身の行う診断内容に応じて登録が
可能。）

⚫ また、診断後、継続的な省エネ支援を希望する場合には、診断機関による伴走支援（設備更新計画の作成等）を
受けることが可能。（ウォークスルー診断・ＩＴ診断のいずれとも組み合わせが可能。）

66

類型 ウォークスルー診断 ＩＴ診断

対象 工場・事業所
特定設備のみ

(旧:クイック診断)
工場・事業所

概要

• 省エネの専門家が中小企業を訪ね、
アドバイスを実施。

• 工場全体の診断のほか、特定の設
備に限った診断も可。

• 設備・プロセスごとのエネル
ギー使用状況を計測・分析。

• 計測したデータを活用し、より
きめ細やかな省エネ改善を提案。

診断機関 登録診断機関

中小企業負担額
のイメージ

【工場・事業所】15,000円程度（注１）

【特定設備のみ】5,500円程度（注２）

20,000~50,000円程度
※大規模診断の場合、最大200,000円

(いずれも想定)

伴走支援

工場・事業所

• 診断後、継続的な省エネ
支援を希望する場合に受
診可能。

• 地域の自治体や金融機関
等とも連携し、設備更新
計画の作成等を支援。

登録診断機関
（地域での活動要件）

支援内容に応じて設定
※最大47,000円程度

（注１）年間のエネルギー使用量等に応じて変動。原油換算で年間50kl超300kl以下の場合の金額イメージ。最大（3,000kl）の場合、47,000円程度。
（注２）１設備の場合の金額イメージ。２設備の場合、11,000円程度。３設備の場合、16,500円程度。

新設



1. 中小企業成長加速化支援事業（中小企業成長加速化補助金）

2. サービス等生産性向上IT導入支援事業（IT導入補助金） 

3. 小規模事業者持続的発展支援事業（持続化補助金）

4. 事業承継・Ｍ＆Ａ支援事業（事業承継・Ｍ＆Ａ補助金）

5. ものづくり・商業・サービス生産性向上促進事業（ものづくり補助金）

6. 中小企業省力化投資補助事業（中小企業省力化投資補助金）

7. 中小企業新事業進出促進事業（中小企業新事業進出補助金）

8. 事業再構築補助金

9. 中堅・中小企業の賃上げに向けた省力化等の大規模成長投資補助金

10. 成長型中小企業等研究開発支援事業（Go-Tech事業）

11. 省エネ関連支援施策

12. 各種税制

本日ご紹介する支援施策
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中小企業投資促進税制の延長（所得税・法人税・法人住民税・事業税）

⚫ 中小企業投資促進税制は、中小企業における設備投資を後押しするため、一定の設備投資を行った場合に、
税額控除（７％※）又は特別償却（30％）の適用を認める措置。

※税額控除は資本金3、000万円以下の中小企業者等に限る

⚫ 人手不足や物価高騰が続く中、中小企業の更なる設備投資を促進するため、適用期限を2年間延長する。

延長

改正概要 【適用期限：令和８年度末（2026年度末）まで】
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対象者
・中小企業者等（資本金額１億円以下の法人、農業協同組合、商店街振興組合等）
・従業員数１，０００人以下の個人事業主

対象業種

製造業、建設業、農業、林業、漁業、水産養殖業、鉱業、卸売業、道路貨物運送業、倉庫業、
港湾運送業、ガス業、小売業、料理店業その他の飲食店業（料亭、バー、キャバレー、ナイトクラブその他これらに類する事業については生活衛
生同業組合の組合員が行うものに限る。）、一般旅客自動車運送業、海洋運輸業及び沿海運輸業、内航船舶貸渡業、旅行業、こん包業、郵便業、
通信業、損害保険代理業及びサービス業（映画業以外の娯楽業を除く）、不動産業、物品賃貸業
※性風俗関連特殊営業に該当するものは除く

対象設備

・機械及び装置【１台１６０万円以上】

・測定工具及び検査工具【１台１２０万以上、１台３０万円以上かつ複数合計１２０万円以上】

・一定のソフトウェア【一のソフトウェアが70万円以上、複数合計７０万円以上】
※複写して販売するための原本、開発研究用のもの、サーバー用OSのうち一定のものなどは除く

・貨物自動車（車両総重量３．５トン以上）   ・内航船舶（取得価格の７５％が対象）

※①中古品、②貸付の用に供する設備、③匿名組合契約等の目的である事業の用に供する設備、④コインランドリー業（主要な事業である
ものを除く。）の用に供する機械装置でその管理のおおむね全部を他の者に委託するものは対象外

※総トン数500トン以上の内航船舶については、船舶の環境への負荷の状況等に係る国土交通省への届出が必要
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⚫ 本税制措置は、M＆A実施後の簿外債務リスクや経営統合リスクといった減損リスクに備えるために、準備金を
積み立てた場合、株式取得価額の一定割合の準備金積立額を損金算入できる制度。 

⚫ 過去にM＆Aを行ったことがある成長志向の中堅企業や中小企業が、特別事業再編計画に基づき実施する
株式若しくは持分の取得によるM＆Aについては、株式取得価額の最大100%まで損金算入可能。益金算
入開始までの据置期間は10年間。

中堅・中小グループ化税制（中小企業事業再編投資損失準備金の拡充枠）

【適用期限】令和9年3月31日まで
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制度概要

【益金算入】

【損金算入】
据置期間

10年間

積
立

据置期間後に取り崩し

５年間均等取崩

90%（計画内1回目）
100%（計画内2回目以降）

※産業競争力強化法に基づく特別事業再編計画の認定
要件に加え、下記の要件を満たすM＆Aが対象。

•認定事業者が中堅企業の場合、特定中堅企業者の要
件を満たすこと。

•認定事業者がみなし大企業でないこと。

•売手となる他の事業者が産競法上の中小企業者であるこ
と。

•取得価額1億円以上100億円以下の株式又は持分の
取得（法第2条第18項第6号に限る。）であること。

•支払限度額５億円超の表明保証保険契約が締結され
ていないこと。

※なお、中小企業は、中小企業等経営強化法に基づく経
営力向上計画の認定を受けた者を対象とする現行準備
金税制も活用可能（ただし、同一のM＆Aについて中堅・中小

グループ化税制との重複適用不可）。

※ 据置期間は10年だが、以下の場合は、
据置期間に関わらず準備金取崩し

• 計画認定取消（全額）
• 取得株式の売却等（全額又は相当
分）

• 合併による合併法人への株式移転（全
額）

• 株式発行法人又は取得法人の解散
（全額）

• 取得株式の帳簿価額減額（相当分）
• 青色申告書の承認取消（全額）
• 支払限度額５億円超の表明保証保険
契約の締結（全額）

• その他準備金を取り崩した場合（相当
分）

要件の概要

※ 積立率が100％となる、認定計画内
2回目以降として扱うM＆Aは下記の
要件を満たす必要がある。

• 同一の認定計画における2回目以降
のM＆Aであること（変更認定による
M＆Aの追加実施は可能。）。

• 認定計画内1回目に本税制の対象で
ある株式又は持分の取得（法第2条
第18項第6号に限る。）を行った後、
次に同一の認定計画に基づいて行う
株式又は持分の取得（法第2条第
18項第6号に限る。）であること。



（参考）経済産業税制総合Webページ
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https://www.meti.go.jp/main/zeisei/index.html



中小企業施策チラシ一覧
（中小企業庁）

令和7年度概算要求
・税制改正要望

令和6年度補正予算案
の概要

関東経済産業局
ホームページ

補助金・助成金情報収集
（J-Net21）

https://www.chusho.meti.go.jp/pamflet
/support.html

https://www.meti.go.jp/main/yosangais
an/fy2025/index.html

https://www.meti.go.jp/main/yosan/yo
san_fy2024/hosei/index.html

https://www.kanto.meti.go.jp/index.html https://j-net21.smrj.go.jp/snavi/index.html
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（参考）施策情報Webページ



関東経済産業局 地域振興課 岩田、仲澤、水品、廣瀬 電話 048-600-0272

本資料のお問い合わせ先

ご清聴ありがとうございました

各補助金の説明資料・動画一覧

関東経済産業局のウェブサイトにて、経済産業省関連施策
（令和6年度補正予算・令和7年度当初予算案等）のうち、
中小事業者向けの主な支援策について、
資料及び解説付きの説明動画をご覧いただけます。

https://www.kanto.meti.go.jp/seisaku/movie_index.html

note 

メディアプラットフォーム「note」の関東経済産業局公式アカウ
ントにて、施策情報や管内のホットな企業・経営者などを、画
像やストーリーを交えて発信しております。ログイン不要でどな
たでもどこからでも閲覧可能です。ぜひお読みください！

https://kanto-meti-gov.note.jp/
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